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六
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〇
宮
城
県
告
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六
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五
十
二
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三
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六
第
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項
の
規
定
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包
括
外
部
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契
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小
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伸
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台
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青
葉
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子
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台
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三
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十

四　
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括
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部
監
査
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を
締
結
し
た
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に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

　
　

概
算
払

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
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第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
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成
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十
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籍
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査
事
業
計
画
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次
の
と
お
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定
め
た
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平
成
二
十
七
年
四
月
十
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日

 

宮
城
県
知
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村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
区
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

区　
　
　
　

域

気
仙
沼
市

南
町
一
丁
目
の
一
部
六
単
位
区
域

河
原
田
一
丁
目
一
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
地
籍
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調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
区
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

区　
　
　
　

域

柴
田
町

成
田
字
寺
田
等
七
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
区
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

区　
　
　
　

域

白
石
市

福
岡
蔵
本
字
愛
宕
山
②
一
単
位
区
域

福
岡
蔵
本
字
中
川
原
一
単
位
区
域

小
下
倉
字
以
保
等
十
八
単
位
区
域

小
下
倉
字
山
岸
等
二
単
位
区
域

郡
山
字
穴
口
山
等
九
単
位
区
域

小
下
倉
字
大
久
保
等
二
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

栗
原
市
立
栗
駒
病
院

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
松
木
田
十

－

一

平
成
二
十
七
年
四
月
一

日

平
成
三
十
年
三
月
三
十

一
日

古
川
民
主
病
院

大
崎
市
古
川
駅
東
二－

十
一－

十
四

平
成
二
十
七
年
四
月
十

日

平
成
三
十
年
四
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

二
百
三

十
三

果
実
等
飲

料

加
藤
果
樹
園　

加
藤
英

明

神
宮
寺
り
ん
ご
加
工
婦

人
部

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
神
宮
寺
字
竹

の
花
百
七
十
五－

二

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

一
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

栗
原
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
七
日
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六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

加
美
郡
加
美
町
字
漆
沢
筒
砂
子
一
の
六
九
（
国
有
林
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

道　

路　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
荒
立
八
五
番
一
五

地
先
か
ら

同
郡
同
町
石
浜
字
崎
山
八
七
番
一
地
先
ま
で

前
Ａ
　

六
・
八
〜

 

四
七
・
五

二
、
九
六
二
・
三
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

六
・
八
〜

 

四
七
・
五

二
、
九
六
二
・
三

一
一
・
八

 

〜
四
八
・
二

二
、
六
九
六
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

泊
崎
半
島
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
管
の
浜
一
一
五
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
管
の
浜
七
七
番
四
地
先
ま
で

平
成
二
十
七
年

 

四
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称　

朝
日
町
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

二
・
二
・
十
四
号　

渋
抜
川
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
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〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

　

岩
沼
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
緑
地

　

２　

名
称　

三
号
千
年
希
望
の
丘
相
野
釜
緑
地

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

気
仙
沼
市
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

　

２　

名
称　

大
規
模
集
客
施
設
制
限
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
準
防
火
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
巻
市
北
方
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

正　
　

木　
　
　
　
　

毅　
　
　

　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名
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平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

阿　

部　

秀　

治

石
巻
市
桃
生
町
中
津
山
字
内
八
木
十
五
番

地

理　

事

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
東
土
地
改
良
区

役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

小　

島　

一　

美

仙
台
市
若
林
区
飯
田
字
屋
敷
五
十
番
地

理　

事

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

　

柴
田
郡
村
田
町
外
一
町
澄
川
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

髙　
　

橋　
　

総 
一 

郎　
　
　

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

拓
桃
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
業
務　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
四
月
九
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

富
士
通
株
式
会
社　

神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
上
小

田
中
四
丁
目
一
番
一
号

五　

契
約
金
額　

六
千
五
百
八
十
八
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
該
当

議　
　
　

会

〇
宮
城
県
議
会
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。）第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
条
例
の
施
行
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 

宮
城
県
議
会
議
長　
　

安　
　

藤　
　

俊　
　

威　
　
　

平
成
26年
度

１
　
公
文
書
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
　
条
例
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

受
付
件
数

処
　
　
　
　
理
　
　
　
　
状
　
　
　
　
況

開
示

部
分
開
示
非
開
示
存
否
応
答

拒
否

文
書

不
存
在
取
下
げ
処
理
中

19
6

10
1

0
2

0
0

　
（
注
 ）「
存
否
応
答
拒
否
」
と
は
，
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
決
定
を
言
い
，「
文
書
不
存

在
」
と
は
，
請
求
の
あ
っ
た
公
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
決
定
を
言
う
。

２
　
異
議
申
立
て
の
状
況

　
 　
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
，
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第
160号

）
第
６
条
の
規
定

に
基
づ
き
異
議
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
⑴
　
件
数
及
び
処
理
状
況

異
議
申
立
て
件
数

処
　
　
　
　
理
　
　
　
　
状
　
　
　
　
況

決
　
　
　
　
　
　
　
定

取
下
げ
審
理
中
そ
の
他

却
下

棄
却
認

容
一
部
認
容

0
0

0
0

0
0

0
0
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労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

　

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
て
い
る
宮
城
県
労
働
委
員 

会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

 
宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
　

会　

長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
六
四
七
号
（
平
成
二
十
七
年
四
月
七
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

段

正

　
　
　
　
　
　
　
　

誤

六

上

石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
十
六
地
内
四
等
三

角
点
石
巻
漁
協

石
巻
市
魚
町
一
丁
目
二
番
十
六
地
内
四
等
三

角
点
石
巻
漁
港

　
（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
宮
城
県
議
会
情
報
公
開
審
査
会
に
未
だ
諮
問
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
言
う
。

　
⑵
　
件
名
及
び
処
理
状
況

異
議
申
立
て
年
月
日

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

処
理
状
況

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

宮
城
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿

 
（
平
成
27年
４
月
１
日
現
在
）
　

氏
　
　
名

現
　
　
　
　
　
職

主
　
要
　
経
　
歴

委
嘱
年
月
日

水
　
野
　
紀
　
子
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

長
平
26．
４
．
１

坂
　
田
　
　
　
宏
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
横
浜
国
立
大
学
経
営
学
部
助
教

授
平
26．
４
．
１

鈴
　
木
　
敏
　
明
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
26．
４
．
１

照
　
井
　
克
　
洋
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
　
護
　
士

弁
　
護
　
士

平
26．
４
．
１

岡
　
﨑
　
貞
　
悦
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
　
護
　
士

弁
　
護
　
士

平
26．
４
．
１

山
　
崎
　
　
　
透
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
宮
城
県
連

合
会
会
長

電
機
連
合
ト
ー
キ
ン
労
働
組
合

中
央
執
行
委
員
長

平
26．
４
．
１

菅
　
原
　
　
　
厚
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
宮
城
県
連

合
会
副
事
務
局
長

宮
城
交
通
労
働
組
合
書
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